
健康経営優良法人2025について

令和６年9⽉
経済産業省 近畿経済産業局 バイオ・医療機器技術振興課



⽬次

1

1. 国の健康経営政策における推進背景
2. 健康経営優良法⼈認定制度について

Ⅰ-概要
Ⅱ-今年度の認定要件と改訂ポイント（健康経営優良法人）

3.その他参考資料



１．国の健康経営政策における推進背景
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健康経営推進の政策的背景
健康・医療戦略・・・政府が講ずべき今後の医療・健康政策の⽅針
→「国⺠の健康寿命の延伸」をテーマに、基本理念として下記2点を掲げ、

それを通じた経済成⻑を図る。
【基本理念】
（１）世界最⾼⽔準の医療を提供するための研究開発
（２）健康⻑寿社会の形成に資する新産業創出

→（２）の具体的な⽅向性︓官⺠共同の協議体としての「健康・医療新産業協議会」に
おいて、下記2点の⽀援に注⼒。

①健康投資の促進（「健康」へのニーズの拡⼤）

→健康経営・健康投資の推進
（健康投資ワーキンググループで健康経営各顕彰制度の設計を⾏う。）

②適正なサービス提供の環境整備（「健康」に資するヘルスケアサービスの創出）
（新事業創出ワーキンググループでヘルスケアサービス創出に関する⽀援を⾏う。）
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健康経営政策の更なる推進
経済産業政策の新機軸
これまでの⼩規模、短期的な政策の反省を踏まえて、⼤規模・⻑期・計画的な⽀援

で⽇本のあるべき姿に必要な政策対応を、経済産業政策の「新機軸」として
2021年より始動。
令和６年6⽉７⽇︓経済産業政策新機軸の第３次中間整理
→国や世界全体で解決すべき経済社会課題（ミッション）について、⽇本の貢献可能性を
踏まえて、官⺠で⻑期的な以下8点のミッションを掲げて、⽬標や戦略を共有。
推進を強化することとする。

① 炭素中⽴型社会の実現
② デジタル社会の実現
③ グローバル化・経済安全保障の実現
④ 新しい健康社会の実現

⑤ 少⼦化対策に資する地域の包摂的成⻑
⑥ 災害に対するレジリエンス社会の実現
⑦ バイオものづくり⾰命の実現
⑧ 成⻑志向型の資源⾃⽴経済の確⽴
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組織の活性化
⽣産性の向上

従業員の健康増進
従業員の活⼒向上

企業理念（⻑期的なビジョンに基づいた経営）

⼈的資本に対する投資
（従業員への健康投資）

社会への効果

優秀な⼈材の獲得
⼈材の定着率の向上

企業の
成⻑ポテンシャルの

向上

イノベーションの
源泉の獲得・拡⼤

経営課題解決に向けた
基礎体⼒の向上

業績向上
企業価値向上

 国⺠の健康増進
 持続可能な社会保障制度構築への貢献
 経済成⻑

※「健康」とは、「⾁体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること」をいう。 （出典）⽇本WHO協会ホームページ

健康経営とは、従業員等の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を⾼める投資であるとの考えの下、健康管理を経
営的視点から考え、戦略的に実践すること。

健康投資とは、健康経営の考え⽅に基づいた具体的な取組。
企業が経営理念に基づき、従業員の健康保持・増進に取り組むことは、従業員の活⼒向上や⽣産性の向上等の組織の活

性化をもたらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上へ繋がることが期待される。

「健康経営・健康投資」とは
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健康経営の⽬指すべき姿と今後の⽅向性

健康経営銘柄
選定

健康経営優良
法⼈認定制度設⽴

健康経営優良法⼈
認定事務局の補助事業化

年度 年度
2022
年度

認定法⼈の
拡⼤

評価項⽬の
拡充

2014 顕彰制度 2016
の創設

20XX
年度

ステークホルダー
からの信頼

⽣活習慣の改善

レジリエンス
の向上

業務パフォーマンス
の向上

組織の活性化

基⽇
盤本
と 経
し 済
て 社
の会
健 を
康⽀
経え
営 る

健康経営の可視化と質向上
1 健康経営の効果分析と適切な指標の検討

(健康増進、⽣産性・エンゲージメント向上等)

新たなマーケットの創出
2 健康経営を⽀える産業の創出と

国際展開の推進

健康経営の社会への浸透・定着
3 中⼩企業への普及拡⼤

制度運営の完全⺠営化

従業員の
ヘルスリテラシー向上

家族などのヘルスリテラシー向上

リタイア後の⾏動変容
健康寿命延伸

健康投資 ヘルスケア産業の創出・新興

従業員の健康増進

離職率低下

⽣産性向上

企業の価値向上
企業イメージ向上

による優秀な⼈材の獲得

経済成⻑
労働⼒⼈⼝増加

幅広い国⺠の
QOL向上
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２．健康経営優良法⼈認定制度について
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Ⅰ. 概要



健康経営の顕彰制度

顕彰制度の種類 ○健康経営銘柄（東京証券取引所の上場会社を対象）
○健康経営優良法⼈（⼤規模法⼈部⾨、中⼩規模法⼈部⾨）

※⼤規模法⼈部⾨上位法⼈には「ホワイト500」、
中⼩規模法⼈部⾨上位法⼈には「ブライト500」「ネクストブライト1000」の冠をそれぞれ付加する。

経済産業省は各顕彰制度（健康経営銘柄、健康経営優良法⼈）の創設を通じて、健康経営に
取り組む法⼈を⾒える化。従業員や求職者、関係企業や⾦融機関などから「従業員の健康管理を
戦略的に取り組んでいる企業」として社会的に評価を受けることができる環境を整備。
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健康経営優良法⼈（中⼩規模法⼈部⾨（ブライト500、ネクストブライト1000））
健康経営優良法⼈（中⼩規模法⼈部⾨）
健康経営を全国に浸透させるには、特に地域の中⼩企業における取り組みを広げることが不可

⽋であり、中⼩規模法⼈部⾨においては、個社に合った優良な取組を実施する法⼈を積極的に認
定することで、健康経営のすそ野を広げるツールとしている。
中⼩規模法⼈に対しては、引き続き⾃社の健康課題に応じた取組を実践し、地域における健康

経営の拡⼤のために、その取組事例の発信等をする役割を求める。

健康経営銘柄及び健康経営優良法⼈への期待
 健康経営銘柄及び健康経営優良法⼈への期待として、以下整理している。

健康経営銘柄
健康経営銘柄の⽅針は、「東京証券取引所の上場会社の中から『健康経営』に優れた企業を選

定し、⻑期的な視点からの企業価値の向上を重視する投資家にとって魅⼒ある企業として紹介を
することを通じ、企業による『健康経営』の取組を促進することを⽬指す」こととしている。
健康経営銘柄企業に対しては、健康経営を普及拡⼤していく「アンバサダー」的な役割を求め

るとともに、健康経営を⾏うことでいかに⽣産性や企業価値に効果があるかを分析し、それをス
テークホルダーに対して積極的に発信していくことを求める。

健康経営優良法⼈（⼤規模法⼈部⾨（ホワイト500））
健康経営優良法⼈（⼤規模法⼈部⾨）
健康経営優良法⼈の⽅針は、「健康経営に取り組む優良な法⼈を『⾒える化』することで、従

業員や求職者、関係企業や⾦融機関などから『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的
に取り組んでいる法⼈』として社会的に評価を受けることができる環境を整備する」こととして
いる。
⼤規模法⼈に対しては、グループ会社全体や取引先、地域の関係企業、顧客、従業員の家族な

どに健康経営の考え⽅を普及拡⼤していく「トップランナー」の⼀員としての役割を求める。
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新たな顕彰枠の設定

 通常の認定からのステップを明⽰する⽬的で、ブライト500と通常認定の間に新たな冠
（ネクストブライト1000）を設け、ブライト500、ネクストブライト1000、通常認定の3
層構造としたい。

新たな顕彰枠拡⼤の狙いと⽅向性

健康経営優良法⼈

ブライト500 （現⾏）
 申請法⼈数の増加に伴い、上位層の差
が縮まっているため、ブライト500以
外も顕彰する

 通常認定に留まらずに「次はブライト
を⽬指してほしい」との意図を込めた
名称で、健康経営の質を⾼めるにあ
たっての道筋を明⽰

中⼩規模

Hop!

Step!

Jump!!

000ネクストブライト1
（新設）

ブライト500と通常認定の間に位置する冠を
新たに新設し、ブライト500と同様の認定⽅
法で上位501位〜1500位を選定する
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726 1,239 1,800 2,328 2,523 2,869 3,169 3,523
397

816
2,899

6,095

9,403

12,849
14,401

17,316

1123 2,055
4,699

8,423

20,841

17,570
15,718

11,926

493 573

健康経営銘柄 健康経営銘柄
（2014年度） （2015年度）

優良法⼈2017
（2016年度）

優良法⼈2018
（2017年度）

優良法⼈2019
（2018年度）

優良法⼈2020
（2019年度）

優良法⼈2021
（2020年度）

優良法⼈2022
（2021年度）

優良法⼈2023
（2022年度）

優良法⼈2024
（2023年度）

⼤規模（健康経営度調査回答数） 中⼩規模法⼈（健康経営優良法⼈認定申請数）

 健康経営の更なる発展に向け、2022年度から補助事業化し、⽇本経済新聞社が事務局を運営。

健康経営の広がり
 制度開始以降、健康経営に取り組む企業の裾野が急速に拡⼤し、健康経営優良法⼈

認定制度に申請する法⼈数は約2万社にのぼる。
 2023年度は⽇経平均株価を構成する225社のうち約8割が健康経営度調査に回答。
 2022年度認定法⼈で働く従業員数は837万⼈。（⽇本の被雇⽤者の約15％）

※令和5年11⽉時点
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令和5年度健康経営優良法⼈(中⼩規模法⼈部⾨)について
 健康経営優良法⼈2024(中⼩規模法⼈部⾨)の申請数は、前回から2,915件増加の17,316件。

認定数は、前回から2,721件増加の16,733件。

健康経営優良法⼈（中⼩規模法⼈部⾨）申請・認定状況の推移

2,899

6,095

9,403

397 318 816 775 2,501

4,811

7,934

12,849

12,255

14,401

14,012

16,733

2023年度2022年度2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度2016年度
（R5年度）（R4年度）（R3年度）（R2年度）（R元年度）（H30年度）（H29年度）（H28年度）

申請数 認定法⼈数

申請数︓＋2,915件
認定数︓＋2,721件

17,316

（令和6年3⽉時点）

認定数
（2023→2024）都道府名

120⇒160福井県

185⇒220滋賀県

294⇒346京都府

1831⇒2046大阪府

650⇒728兵庫県

135⇒171奈良県

87⇒105和歌山県

中⼩企業の都道府県別認定数では、
⼤阪府が2,046法⼈と、全国で１位。
兵庫県も全国で４位。
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Ⅱ．今年度の認定要件と改訂ポイント
  （健康経営優良法⼈）



令和６年度健康経営顕彰制度のスケジュール
 「健康経営銘柄2025」及び「健康経営優良法⼈2025」に係るスケジュールは、

例年通り。
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（１）改訂のポイント
 今年度施策の⽅向性を踏まえ、健康経営度調査及び申請書においては、下記事項を

改訂する。

1健康経営の可視化と質の向上

【⼤規模】PHRの活⽤促進（新設）
【⼤規模】40歳未満の従業員に関する健診データの提供
【⼤規模】質の向上に向けた意識醸成（配点バランスの修正）
【⼤規模】柔軟な働き⽅の促進（⼩項⽬追加）
【中⼩規模】ブライト500申請法⼈フィードバックシート公開
【中⼩規模】新たな顕彰枠の拡⼤

2新たなマーケットの創出 【⼤規模】海外法⼈を含めた健康経営推進に関する実態把握
（アンケート）

3健康経営の社会への浸透・定着

【⼤規模】育児・介護と就業の両⽴⽀援（設問分離）
【⼤規模】常時使⽤しない⾮正社員等を対象に含めた企業の評価（新設）
【⼤規模】若年層からの健康意識の啓発 プレコンセプションケア（アンケート）
【中⼩規模】⼩規模法⼈への特例制度の導⼊（認定要件緩和）
【中⼩規模】健康宣⾔事業未実施の国保・共済組合等加⼊法⼈への対応

※【⼤規模】については令和6年度健康経営度調査を改訂予定
【中⼩規模】については健康経営優良法⼈2025（中⼩規模法⼈部⾨）
認定申請書を改訂予定 16



健康経営優良法⼈2025（中⼩規模法⼈部⾨）認定基準（案）
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健康経営優良法⼈2025（⼤規模法⼈部⾨）認定基準（案）
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1ブライト500申請法⼈フィードバックシートの公開

 ブライト500の認定意義には他社の模範となることが含まれており、中⼩企業においても、
⾃社の取組内容や⽴ち位置を公開することで、より⼀層の取組の充実や裾野拡⼤に繋
がることが期待される。

 そのため今年度より、ブライト500申請法⼈に対して、フィードバックシートの公開を求
めたい。

 ただしその際、フィードバックシートを公開する条件を選択できる問いを設けることで各法
⼈の意向を確認する（健康経営度調査における意向確認と同様の設計）。

健康経営優良法⼈2025（中⼩規模法⼈部⾨）認定申請書 修正案（⾚字箇所）

中⼩規模
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3⼩規模法⼈への特例制度の導⼊（対象法⼈）

 本特例の対象は、中⼩企業基本法における⼩規模事業者及びその他法⼈格におけ
る従業員数5⼈以下の法⼈に限定する。

 裾野拡⼤と質の維持・向上の観点から⽬的に合った活⽤がなされているかについて検証
するため、本特例制度は試験的な導⼊とし、3年以内に⾒直すものとしたい。

特例制度の対象法⼈

中⼩規模

従業員数業種・法⼈対象

20⼈以下製造業その他中⼩企業基本法に
おける

⼩規模事業者 5⼈以下卸売業・⼩売業・サービス業

5⼈以下
⼠業法⼈・特定⾮営利活動法⼈・

医療法⼈、社会福祉法⼈、健康保険組合等保険者・
社団法⼈、財団法⼈、商⼯会議所・商⼯会・

公法⼈、特殊法⼈

その他
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不認定理由（中⼩規模法⼈部⾨）
 中⼩規模部⾨においては、未⼊⾦を除き約8割の法⼈が必須項⽬の不適合により不認定となってい

る。不認定内訳としては、「健康宣⾔の実施」、「健康経営の具体的な推進計画」が多い。
 選択項⽬の適合数未達による不認定理由としては、①従業員の健診受診100%、②受診勧奨、③

50⼈未満の事業場のストレスチェックの3項⽬中2項⽬を求める項⽬未達が多い。

件数不認定理由

327必須項⽬不適合
による不認定

76選択項⽬数不適合
による不適合

件数不適合理由 内訳 （重複あり）
26誓約事項記載なし・違反等
33保険者記載なし・誤り等
6法⼈全体の回答範囲でない

157健康宣⾔の実施
15健康宣⾔の社内への発信
20健康宣⾔の社外への発信
12経営者⾃⾝の健診受診
6健康づくり担当者の設置

44(求めに応じて)40歳以上の従業員の健康診断の
データの提供

78健康経営の具体的な推進計画
21受動喫煙対策に関する取り組み
11健康経営の取り組みに対する評価・改善

68①~③2項⽬以上 未達成
1④~⑦1項⽬以上 未達成
11⑧~⑮4項⽬以上 未達成
7①~⑮7項⽬以上 未達成

180未⼊⾦

中⼩規模
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1PHRの活⽤促進
 PHRの活⽤は、⾃⾝の健康状態・⽣活習慣の可視化や、職場以外も含めた従業員の

⽣活全般にわたる健康への充実した⽀援に繋がる。健康経営においても、データ管理に
⼗分配慮した上で、適切に活⽤されることが望ましい。

 そのため今年度から、PHR活⽤に向けた環境整備状況全般について新たに問うてはど
うか。（SQについては現状把握を⽬的とし、評価はしない）。

 今年度調査結果によっては、次年度に個⼈情報保護に関する誓約事項の追加も検討。
令和６年度健康経営度調査票 新設案（⾚字箇所）

⼤規模
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経営レベルの会議での議題・頻度1 ⼤規模１

 健康経営の意義や効果検証等について経営レベルで議論することは、質の⾼い健康経
営を実践していくために重要。中でも、取締役会と経営会議等で取り上げる議題の違
いがあることを踏まえ、項⽬を分割するとともに、議題として取り上げる内容の選択肢をよ
り具体化し、経営層の関与を評価したい。

 また、「経営会議等」で健康経営を議題として取り上げていることを、ホワイト500の認
定要件としたい。

令和６年度健康経営度調査 変更案（⾚字箇所）
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アウトプット指標のみへの配点案

 選択肢の多くを網羅する取組⽅法ではなく、成果や結果に結びつきやすい⽅法を、⾃
社の状況に応じて検討すべきという主旨が明確に伝わるよう、重点的な取組のアウトプッ
ト指標を評価したい。

アウトプット指標のみへの配点とする設問
Q38 受診勧奨
Q39 ストレスチェック
Q41 健康保持・増進に関する教育
Q48 コミュニケーション促進
Q53 ⾷⽣活改善
Q54 運動習慣の定着

1 2

令和６年度健康経営度調査票 変更案（⾚字箇所）

⼤規模
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3 育児・介護と就業の両⽴⽀援
 介護と就業の両⽴⽀援が進んでいないという調査結果を踏まえ、⼤規模については、介

護と育児それぞれに分離。中⼩規模については、⼈材不⾜の中で中核⼈材に介護が
発⽣した場合、企業の事業継続にも⼤きく影響することが懸念されるため、2025年度
以降に認定項⽬とすることで取組を⼀層促進したい。

 具体的な取組を促すため、 「仕事と介護の両⽴⽀援に関する経営者向けガイドライン」
の「企業が取り組むべき介護両⽴⽀援のアクション」を参照し、選択肢を拡充・整理。

 昨年度、実態把握している企業が27％と低かったため、SQでは引き続き実態を聴取。
 さらに、施策実効性を図るため、今年度より研修への参加率を評価したい。

令和６年度健康経営度調査票 変更案（⾚字箇所）

⼤規模
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3．その他参考資料
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健康経営関連の資料やデータについて
経済産業省では、健康経営について、取り組み事例などを紹介した冊⼦をHPで公表して
います。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei_data.
html

★健康経営に取り組む企業の皆様向け
①ガイドブック・ガイドライン
・⼤企業・経営者向け
・中⼩企業向け
・健康経営を継続して⾏っており、効果分析や評価⽅法を模索している企業向け

②事例集
・健康経営銘柄選定、健康経営優良法⼈（中⼩規模法⼈部⾨）、
⾃治体による顕彰制度等の事例

③その他の項⽬
・健康経営オフィスレポート
・健康経営における⼥性の健康の取り組みについて
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健康経営優良法⼈認定制度公式ポータルサイト「ACTION︕健康経営」

※こちらのWEBサイトのコンテンツは随時拡充予定。

健康経営に関連する情報を広く公表予定。
https://www.kenko-keiei.jp/
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健康経営優良法⼈認定事務局（⽇本経済新聞社）
お問い合わせ先
窓 ⼝︓ 株式会社⽇経リサーチ
住 所︓ 〒101-0047 

東京都千代⽥区内神⽥2-2-1 鎌倉河岸ビル
電 話︓ 03-5296-5172
（お問い合わせ受付時間︓平⽇10時〜17時30分）

E-MAIL︓
⼤規模法⼈部⾨について health_survey@nikkei-r.co.jp

中⼩規模法⼈部⾨について kenkoujimu@nikkei-r.co.jp
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ご清聴ありがとうございました

バイオ・医療機器技術振興課では、健康経営関連情報に加えて、
関⻄を中⼼とした医療機器、再⽣医療、バイオ、ヘルスケア関連の
イベント・公募情報もホームページとメールマガジンにて提供しております。
是⾮、ご活⽤ください。

☆ホームページ（健康経営関連情報） ☆メールマガジン登録
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